どう考えてもポスティングは無罪です！

立川反戦ビラ・最高裁無罪判決を求める署名

最高裁判所第二小法廷　御中

立川反戦ビラ入れ裁判[最高裁判所：平成１７年（あ）第２６５２号]の被告３名（大洞俊之さん、高田幸美さん、大西章寛さん）の最高裁判所での無罪判決を求めます。

　２００４年２月２７日、立川自衛隊監視テント村のメンバー宅６ヶ所が家宅捜索を受け、うち３名が逮捕されました。立川の自衛隊官舎のポストに自衛隊イラク派兵反対のチラシを配ったことが、警察や検察によれば「住居侵入罪」だというのです。この結果、全国で、これまでできていた自衛隊官舎へのポスティングが、事実上できなくなりました。

３人は７５日にもわたって勾留された末に起訴され、０４年１２月１６日の東京地裁八王子支部（長谷川憲一裁判長）は３人を無罪、０５年１２月９日の東京高裁（中川武隆裁判長）は一審判決を破棄しました。

そもそも住居侵入罪は、窃盗などの犯罪目的の行為に適用されてきたものであり、ポスティングを取り締まるためのものではないはずです。

高裁判決は、官舎へのポスティングについて、「表現の自由が尊重されるものとしてもそのために他人の権利を侵害してはならない」と形式論しか述べていません。地裁判決は、政治的表現の自由は「民主主義社会の根幹」をなすもので、商業ビラよりも「優越的地位」があるとしています。同時に、「事前連絡なしに、いきなり検挙して刑事責任を問うことは、（表現の自由を定めた）憲法２１条１項の趣旨に照らして疑問の余地なしとしない」ともしています。

同じ事実を取り上げながら結論のまったく違う二つの判決を比べれば、「憲法の番人」であるべき裁判所として、どちらが公正で誠意ある態度か明らかです。

わたしたちは、最高裁判所での公正な審理を求めるとともに、わたしたちにもっとも身近なメディアとしてのチラシの重要性を改めて訴えます。ポスティングは犯罪ではありません。
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集約先：立川・反戦ビラ弾圧救援会　１９０－００１３東京都立川市富士見町２－１２－１０－５０４

第二次集約　２００６年７月１０日

